
● 提出の方法･･･ 直接窓口に提出、郵送又はＦＡＸ

インターネット

● １５日以内に公開・非公開の決定を行います。

● 場合によっては、決定期間を延長することがあります。

● 公開・非公開を決定し、決定通知書を郵送します。

● 文書の受取方法は、警察本部にて直接受け取るか郵送になります。

● 写しの作成費用は前納になります。

● 郵送を希望される場合、写しの作成費用の他に郵送料も負担していただきます。

情報公開請求から文書を受け取るまで

行政文書公開請求書を提出請求者 大阪府警察

決定通知書を送付請求者 大阪府警察
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決定通知
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請求者 大阪府警察

文書の交付

費用の納付


